
搬出制限区域
（発生農場から半径3～10km圏内）

解除
（12月30日午前０時）

移動制限区域
（発生農場から半径3km圏内）

継続
（１月５日午前０時 解除予定）

東近江市で確認された高病原性鳥インフルエンザの発生に伴い設定さ

れていた搬出制限区域（発生農場から半径3～10km圏内）を12月30日

午前０時に解除するとともに、５か所の消毒ポイントうち４か所を終了しま
したのでお知らせします。（１か所は継続）
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高病原性鳥インフルエンザ発生にかかる
搬出制限区域の解除について

消毒ポイントの変更

番号 名称 所在地 備考

継続 ③
永源寺運動公園駐車場
（東近江市上二俣町44番地）
運営時間：6時～20時

東近江市
1月5日
終了予定

終了
（12月30日
午前9時終了）

① 愛荘町役場秦荘庁舎 愛荘町

② JAグリーン近江 市辺低温倉庫 東近江市

④ 東近江蒲生運動公園 東近江市

⑤ 日野カントリーエレベーター 日野町

搬出制限区域の解除に伴い、５か所のうち４か所の消毒ポイントを終了しま
した。なお、③の消毒ポイントは移動制限区域が解除されるまで継続します。


